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期末試験が近づいてきました！生徒の皆さんにとって試験は辛いものでしょうか？ 実力は最大

限に発揮できるでしょうか？ 定期試験は、日頃の学習の成果を「公平に」評価してもらえるチャン

スです！ 

ところが、病気や障がいを理由に、「実力を発揮できない」としたら、公平に評価してもらえるで

しょうか。病気や障がいなどで「公平なスタート地点」に立つことができない場合は、バリア（障が

い）となっているものをとりのぞく必要がありますよね。実は、この「バリアをとりのぞく」ことは

法律でも定められています。 

【障害者差別解消法】を知っていますか？ 

今月４日、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」（改正障害

者差別解消法）が公布されたのを知っていますか？ 2016 年に施行された同法律の内容を一部改

正したもので、障がいのある人もない人も、誰もが暮らしやすい社会にしていくために、行政機関

（国・都道府県・市町村などの役所）や民間事業者（会社やお店など）に対し、★「障がいを理由と

する差別を禁止」し、★「合理的配慮の提供」を求めるものです。 

 

★「障がいを理由とする差別」って？ 

 障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由と

して、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあ

たって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人に

はつけない条件をつけることなどです。（例：右図） 

 

★「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」って？  

合理的配慮は、障がいのある人から、社会の中にあるバリ

アを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意

思（※）が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応

することです。（※言語（手話を含む）、点字、拡大文字、筆談
ひ つ だ ん

、

実物を示すことや身振りなどのサインによる合図、触覚など

様々な手段により意思が伝えられることをいいます。） 

 

（参考：内閣府リーフレット『合理的配慮を知っていますか』） 

 

 

 

▲受付の対応を拒否 

 

▲学校の受検や入学を拒否 

 

邇摩高校でも合理的配慮を提供します！ 

興味のある人・詳しく知りたい人 ▶▶▶ まずは担任の先生へ相談を！ 

［裏面あり］ 



［表面より］ 

今月 11日には、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」（医療的ケア児支援法）

が参院本会議で可決されました。９月に施行される予定のこの法律には、日本の歴史上、初めて、国

や地方自治体が医療的ケア児の支援をおこなう責務を負うことが明記されました。 

たんの吸引や経管
け い か ん

栄養などの医療的ケアが日常的に必要な「医療的ケア児」

は、医療の進歩などにより増加傾向にあると言われていますが、病気や障がい

の有無にかかわらず、安心して子どもを産み育てることができる社会を目指

す、という点は、「障害者差別解消法」と理念的に共通するところです。 

 

私たちは何をすべき？ 

さて、いくら法律が整えられても、それによりすべての差別が解消されるわけではありません。障

がいのある人は、しきりに「心理的なバリア」をなくすことを訴えられます。そして、障がいは、「理

解」と「支援」を必要とする「個性」であるとも言われます。私たちが持つべきは、障がいのある人

に対して何がその人にとっての「障がい」なのかを理解しようとする姿勢ではないでしょうか。そし

て･･･ 

＜何気ない「言葉」や「態度」を見直してみよう＞ 

  

Ｑ１．次の文を読んでみましょう。下線部分に「おや？」と違和感を感じませんか？どのように表

現すればよいでしょうか？【解答は下に】 

 

①今日は時間がないので、説明は手短にお願いします。  ⇒【          】 

 

 ②目的地までの足がないので、行くことが出来ません。  ⇒【          】 

 

 ③障がいを持つ人と一緒に歩いて、道案内しました。   ⇒【          】 

 

 

【解説】①②身体的な比喩（ひゆ）表現は慣用句となっているものも多く、「つい無意識に」

使ってしまいがちです。しかし、これらの表現が、誰かの「不快感」や「疎外感」

につながっていないか、考えてみる必要があります。 

③障がいは、「自ら選択して持つもの」ではありません。また、障がいは個人の側に

問題があるのではなく、社会の側に問題があるために、障がいのある人が社会や集

団へ参加しようとするときに妨げられてしまうことがある、と考えられます。 
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◉Ｑ１の解答は、①【簡潔に・短時間で】、②【移動手段がない】、③【障がいのある】です。自分の

無意識な言動が周囲を傷つけていないか、これを機に気をつけてみましょう。常に周囲を思いやる

気持ちをもち、周囲のことを考えた言動がとれるようになりたいものですね。 

（＊この便りは持ち帰り、保護者のかたと人権について語り合うきっかけにしてください。人権教育推進スタッフ：森脇） 

 


